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くらし安全安心課

～命を守るのは、あなた自身の行動です ～

県内交通事故
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令和７年２月中に発生した交通死亡事故

1 ２月１日
６:41ごろ

坂出市府中町
(県 道)

軽四乗用車
×

歩行者（死亡）

軽四乗用車（40代運転）と県道
を横断していた歩行者（80代）
が衝突し、歩行者が死亡

2 ２月２日
19:15ごろ

小豆郡小豆島町
(県 道)

軽四乗用車
×

歩行者（死亡）

軽四乗用車（40代運転）と県道
を横断していた歩行者（90代）
が衝突し、歩行者が死亡

軽四乗用車と歩行者の衝突事故が発生
２月１日（土曜日）午前６時41分ごろ、坂出市府中町の県道

において、軽四乗用車と県道を横断していた歩行者が衝突し、
歩行者（80代）が亡くなりました。

事故防止のポイント（歩行者の道路横断中の交通事故）

◎令和５年４月１日から
全ての自転車利用者に
ヘルメット着用が努力義務
となりました
詳しくは県ホームページにて▶

【略図】

幅員 9.6m

（4/6～4/15まで実施）

詳しくは

こちら

常に前方と左右の安全を確認し、夜間はハイビームの活用を！

▶【安全確認の徹底】緊張感を持って運転に集中し、前方と左右の安全確認を徹底！

▶【安全速度の遵守】急な飛び出しや危険な横断に備え、停止可能な「安全速度」を遵守！

▶【夜間の視界確保】早めのライト点灯とハイビームの効果的な活用で視界を確保！

横断するときは左右の安全確認を徹底し、夜間は反射材の着用を！

▶【安全確認の徹底】 横断前だけでなく、横断中も左右の安全確認を徹底！無理な横断は禁止!

▶【横断歩道の利用】 近くに横断歩道があるところでは、少し遠回りでも横断歩道を利用！

▶【反射材等の利用】 夜間は、明るい服装に反射材を着用し、自身の存在を車両にアピール！
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